
 

1 総 則  

1.1 適 用 範 囲  

 この仕 様 書 は，地 上 又 は海 上 において緊 急 及 びその他 の信 号 に使 用 する２１．５ｍｍけ ん銃 信 号 弾 （ 以

下 ，信 号 弾 という。）について規 定 する。 

1.2 種 類  

 種 類 は，表 １ による。 

表 １ － 種 類  

種 類  用 途  物 品 番 号  

注 記  

ＤＯＤＩＣ 

(陸 自 )  

弾 火 薬 コード番 号  

(海 自 )  

赤 星  夜 間 用  １３７０－００１－８７２１－５ ＬＫ０３Ｊ  １３７０－Ｚ７２１ 

緑 星  １３７０－００１－８７２２－５ ＬＫ０２Ｊ  １３７０－Ｚ７２２ 

黄 星  １３７０－２００－０２７６－５ ＬＫ０８Ｊ  ― 

白 星  １３７０－３２７－７９１１－５ ― １３７０－Ｚ７２３ 

黄 煙  昼 間 用  １３７０－００６－８８４２－５ ＬＫ０４Ｊ  １３７０－Ｚ７２５ 

赤 煙  １３７０－００６－８８４３－５ ＬＫ０５Ｊ  １３７０－Ｚ７２４ 

緑 煙  １３７０－２００－０２７５－５ ＬＫ０７Ｊ  ― 

黒 煙  １３７０－３２７－７９１２－５ ― １３７０－Ｚ７２６ 

1.3 製 品 の 呼 び 方  

 製 品 の呼 び方 は，仕 様 書 の名 称 及 び種 類 による。 

  例  ２１．５ｍｍけん銃 信 号 弾 ，赤 星  

1.4 引 用 文 書  

 この仕 様 書 に引 用 する次 の文 書 は，この仕 様 書 に規 定 する範 囲 内 において，この仕 様 書 の一 部 を成 す

ものであり，入 札 書 又 は見 積 書 の提 出 時 における最 新 版 とする。 

a) 規 格  

  Ｊ Ｉ Ｓ  Ｈ  ４ ０ ４ ０    アルミニウム及 びアルミニウム合 金 の棒 及 び線  

  Ｊ Ｉ Ｓ  Ｋ  ４ ８ ０ ５    黒 色 火 薬  

  Ｊ Ｉ Ｓ  Ｌ  ３ ２ ０ ４    反 毛 フェルト 

  Ｊ Ｉ Ｓ  Ｚ  １ ５ １ ６    外 装 用 段 ボール 

  Ｊ Ｉ Ｓ  Ｚ  ９ ０ １ ５ － １  計 数 値 検 査 に対 する抜 取 検 査 手 順 －第 1 部 :ロットごとの検 査 に対

するＡＱＬ指 標 型 抜 取 検 査 方 式  

  Ｎ Ｄ Ｓ  Ｋ  ４ ３ ０ ４    黒 色 火 薬 （弾 薬 用 ） 

  Ｎ Ｄ Ｓ  Ｙ  ７ ３ ０ ５    信 号 弾 用 雷 管  
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２１．５ｍｍけん銃信号弾  
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制定 

改正  

昭和６３年３月３０日 

令和 ３年２月２２日 

 （ＳＩＧＮＡＬ，ＳＭＯＫＥ ＳＩＧＮＡＬ，ＩＬＬＵＭＩＮＡＴＩＯＮ） 



Ｎ Ｄ Ｓ  Ｚ  ０ ０ ０ １    包 装 の総 則  

Ｎ Ｄ Ｓ  Ｚ  ８ ２ ０ １    標 準 色  

b) 仕 様 書  

  Ｄ Ｓ Ｐ  Ｙ  ７ ０ ０ １    空 包 ，７．６２ｍｍ 

  Ｄ Ｓ Ｐ  Ｚ  ９ ０ ０ ８    品 質 管 理 等 共 通 仕 様 書  

c) 法 令 等  

  火 薬 類 取 締 法 （昭 和 ２５年 法 律 第 １４９号 ） 

  火 薬 類 の運 搬 に関 する内 閣 府 令 （昭 和 ３５年 総 理 府 令 第 ６５号 ） 

  火 薬 類 運 送 規 則 （昭 和 ３６年 運 輸 省 令 第 １号 ） 

 

2 製 品 に 関 す る 要 求  

2.1 構 成  

 信 号 弾 の構 成 は，薬 きょう，雷 管 ，発 射 薬 及 び，光 薬 又 は煙 薬 から成 る。 

2.2 材 料  

 信 号 弾 の各 部 に使 用 する主 な材 料 は，付 図 １ 及 び付 図 ２ による。 

2.3 部 品  

2.3.1 薬 き ょ う  

 薬 きょうは，アルミニウム製 薬 きょうとし，機 能 上 有 害 な変 形 がなく，汚 れ，油 脂 ，その他 の異 物 が付 着 して

いないものとする。 

2.3.2 雷 管  

 雷 管 は，Ｎ Ｄ Ｓ  Ｙ  ７ ３ ０ ５ のタイプ２の規 定 による。 

2.3.3 速 火 線  

 速 火 線 は，綿 糸 ，Ｊ Ｉ Ｓ  Ｋ  ４ ８ ０ ５ の黒 色 粉 火 薬 及 びみじん粉 から成 り，燃 焼 速 度 が，長 さ ３０ 

ｃｍで１２±３秒 のものとする。 

2.3.4 間 座 及 び 間 そ く  

 間 座 及 び間 そくの厚 さは，間 座 ４ ｍｍ，間 そく５ ｍｍを標 準 とする。 

2.4 構 造 ・ 形 状 ・ 寸 法 ・ 質 量  

 構 造 ，形 状 ，寸 法 及 び質 量 は，付 図 １ 及 び付 図 ２ による。 

2.5 外 観 ・ 成 分 ・ 性 能  

2.5.1 外 観  

 外 観 は，機 能 上 有 害 な 変 形 ， 破 損 及 び汚 れがな く，２１．５ｍｍ信 号 け ん銃 への装 填 が 良 好 でなけ れば

ならない。 

2.5.2 成 分  

 光 薬 及 び 煙 薬 の 成 分 は ，表 ２ 及 び表 ３ を標 準 とし，薬 量 は，光 薬 は，１０  ｇ を，煙 薬 は，８ ｇを 標 準 と

する。 
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表 ２ － 光 薬 の 成 分  

成 分  配 合 比  

質 量  ％ 

赤  黄  緑  白  

マグネシウム ４５ ２５ １９ ３６ 

過 塩 素 酸 カリウム ３３ ５３ － ５７ 

シュウ酸 ストロンチウム １５ － － － 

硝 酸 バリウム － － ６１ － 

シュウ酸 ナトリウム － １４ － － 

銅 粉  － － ７ － 

塩 化 ビニル － － １２ － 

セラック ６ ７  － － 

パラフィン １ １ １  ４  

アルミニウム － － － ３ 

結 合 剤  結 合 剤 としてニトロセルロースと溶 剤 の溶 液 を適 量 加 える。 

 

表 ３ － 煙 薬 の 成 分  

成 分  配 合 比  

質 量  ％ 

赤  黄  緑  黒  

塩 素 酸 カリウム ３２ ４４ ３５ ６０ 

赤 色 染 料  ４６ － － － 

乳 糖  １２ － １１ － 

重 炭 酸 ナトリウム － 外 割 ０～５ － － 

デキストリン ７ ２２ － － 

黄 色 染 料  ３ ３４ １７ － 

緑 色 染 料  － － ３７ － 

ピッチ － － － ３６ 

みじん粉  － － － ４ 

結 合 剤  結 合 剤 としてニトロセルロースと溶 剤 の溶 液 を適 量 加 える 

2.5.3 性 能  

 性 能 は，普 通 視 界 において赤 星 ，緑 星 ，黄 星 及 び白 星 は夜 間 に，赤 煙 ，緑 煙 ，黄 煙 及 び黒 煙 は昼 間

に，それぞれ明 瞭 に視 認 できなければならない。また，発 光 及 び発 煙 は，地 上 に落 下 するまでに完 了 しなけ

ればならな い。また，付 表 １ の耐 衝 撃 性 試 験 （ 発 光 色 ， 発 煙 色 を 除 く 。） を 終 了 し た 後 ， 次 を 満 たさ なけ れ

ばならない。 

a) 発 光 ，発 煙 秒 時   ６±１秒  

b) 射 高       ８０ ｍ以 上  

c) 視 認 距 離    １  ０００  ｍ以 上  

d) 信 号 弾 を地 上 で発 光 及 び発 煙 させたときの発 光 色 ，発 煙 色 は，表 ４ による。 
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表 ４ － 発 光 色 ， 発 煙 色  

種 類  色 名  

赤 星 ・赤 煙  赤 （１）～赤 （３）・朱 赤 ・明 るい黄 赤 ・黄 赤 ・スカーレット，ローズマダー 

緑 星 ・緑 煙  緑 （１）～緑 （２），黄 みの緑 （１）～緑 （２），にぶ緑  

黄 星 ・黄 煙  黄 ，山 吹 色 （１）～山 吹 色 （３） 

白 星  白 （１）～白 （２）  

黒 煙  黒 （１）～黒 （２），暗 い灰 色 （３） 

注 記  色 名 は，Ｎ Ｄ Ｓ  Ｚ  ８ ２ ０ １ による。 

2.6 製 品 の 表 示  

 製 品 の 表 示 は，付 図 １ 及 び付 図 ２ による。ただし ，刷 り込 みは，にじみ， 剥 落 などの生 じにく いもので行

う。 

2.7 品 質 管 理  

 品 質 管 理 は，Ｄ Ｓ Ｐ  Ｚ  ９ ０ ０ ８ によるものとし，要 求 事 項 は，Ｄ Ｓ Ｐ  Ｚ  ９ ０ ０ ８ の表 １ の b

による。 

 

3 品 質 保 証  

3.1 検 査  

 検 査 は，付 表 １ によるほか，契 約 担 当 官 等 の定 める監 督 及 び検 査 実 施 要 領 による。 

3.2 検 査 系 列  

 検 査 の系 列 は，Ｄ Ｓ Ｐ  Ｙ  ７ ０ ０ １ の付 図 ７ による。 

3.3 再 検 査  

 再 検 査 は， 最 初 の 検 査 に お いて 規 定 に 合 致 し な かっ た ロ ット に つ い て 契 約 の 相 手 方 の 要 請 に よ っ て 実

施 可 能 とし，再 検 査 の試 料 は最 初 の検 査 の２倍 の試 料 を用 い，その方 法 は次 によるほか，最 初 の検 査 と同

じとする。 

a) 最 初 の射 撃 検 査 において，１種 以 上 規 定 に合 致 しなかった場 合 の再 検 査 は，その不 良 項 目 について

行 う。 

b) 不 発 又 は雷 管 不 良 以 外 の欠 陥 が規 定 以 上 に 生 じた 場 合 の 再 検 査 は， 欠 陥 の生 じた 銃 器 でそ の 項

目 について行 う。 

c) 不 発 又 は雷 管 不 良 の場 合 の再 検 査 は，最 初 の検 査 で使 用 した銃 器 でない他 の銃 器 で行 う。 

3.4 再 提 出 （ 再 々 提 出 ）  

3.4.1 再 提 出 (再 々 提 出 )の 条 件  

 再 提 出 （ 再 々提 出 ） の条 件 は，不 合 格 となった原 因 の不 良 品 について契 約 の相 手 方 が修 理 ，選 別 ，乾

燥 再 処 理 などを実 施 した場 合 とする。ただし，検 査 方 法 は最 初 の検 査 と同 じとする。 

3.4.2 不 良 品 の 修 理  

 不 良 品 の修 理 は，次 による。 

a) 契 約 の相 手 方 は，不 良 品 の修 理 に当 たり契 約 担 当 官 等 の承 認 を受 けなければならない。また，修 理

の対 象 とする 製 品 及 び部 品 は再 加 工 によって品 質 が低 下 す るような潜 在 的 欠 陥 及 び 弱 点 のないもの

に限 る。 

b) 修 理 作 業 を施 した部 品 又 は組 立 品 を使 用 した製 品 は，区 分 する。 
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3.5 試 料 の 抜 取 り  

 試 料 の抜 取 りは，Ｊ Ｉ Ｓ  Ｚ  ９ ０ １ ５ － １ によって行 い，なみ検 査 二 回 抜 取 り方 式 で，検 査 水 準

は，通 常 検 査 水 準 のⅡとする。ただし，破 壊 を伴 う検 査 の試 料 数 は，付 表 １ による。 

3.6 ロ ッ ト の 大 き さ  

 ロットの大 きさは，調 達 要 領 指 定 書 によって指 定 する場 合 を除 き，同 一 製 造 設 備 において同 一 の条 件 ，

仕 様 書 及 び図 面 に基 づき製 造 される量 とする。 

 

4 出 荷 条 件  

4.1 包 装  

4.1.1 個 装  

 個 装 は，付 図 ３ のプラスチック容 器 に収 納 する。 

4.1.2 内 装  

 内 装 は，付 図 ４ の紙 箱 に個 装 された信 号 弾 １０発 を収 納 する。 

4.1.3 外 装  

 外 装 は，火 薬 類 取 締 法 第 ２０条 第 ２項 の規 定 に基 づく火 薬 類 の運 搬 に関 する内 閣 府 令 (鉄 道 ，軌 道 ，

索 道 及 び無 軌 条 電 車 による場 合 は火 薬 類 運 送 規 則 )で定 める技 術 上 の基 準 によるほか付 図 ５ による。ま

た，内 装 ２４箱 を一 組 として木 箱 に収 納 する。 

4.1.4 端 数 包 装  

 端 数 が生 じた場 合 は，緩 衝 材 を空 所 に入 れて包 装 し，端 数 であることの表 示 を行 う。 

4.2 包 装 の 表 示  

 包 装 の 表 示 は ，Ｎ Ｄ Ｓ  Ｚ  ０ ０ ０ １ の 表 示 ・ 標 識 によ る 。た だ し， 表 示 位 置 及 び 表 示 項 目 は ， 調

達 要 領 指 定 書 によって指 定 する場 合 を除 き，付 図 ４ 及 び付 図 ６ による。 

 なお，細 部 は，承 認 図 面 による。 

 

5 そ の 他 の 指 示  

5.1 承 認 用 図 面  

 契 約 の相 手 方 は，信 号 弾 の製 造 に先 立 ち，承 認 用 図 面 を提 出 し，契 約 担 当 官 等 の承 認 を得 なければ

ならない。 

5.2 ロ ッ ト 番 号  

 ロット番 号 の表 し方 は，表 ５ による。 
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表 ５ － ロ ッ ト 番 号  

区 分  ロット番 号  

陸 上 自 衛 隊 の場 合  

中 央 番 号  

 

    －  －     

  製 造 所 識 別 番 号   一 連 番 号  

中 央 番 号  

 種 類  中 央 番 号   

赤 星  １ 

黄 星  １０ 

緑 星  ２０ 

赤 煙  ３０ 

黄 煙  ４０ 

緑 煙  ５０ 

 

海 上 自 衛 隊 の場 合  

製 造 所 識 別 符 号  

 

    －  －     

  弾 種 別 符 号   製 造 年 (西 暦 下 ２桁 ) 

弾 種 別 番 号  

 種 類  弾 種 別 番 号   

赤 星  １１ 

緑 星  ２１ 

白 星  ３１ 

赤 煙  ４１ 

黄 煙  ５１ 

黒 煙  ６１ 

 

注 記  性 能 ，機 能 などに影 響 がある設 計 変 更 又 は製 造 工 程 の変 更 がある場 合 は，陸 上 自  

衛 隊 の場 合 は中 央 番 号 ，海 上 自 衛 隊 の場 合 は弾 種 別 符 号 の下 １桁 を逐 次 １つ大  

きい数 字 に変 更 する。 

 

5.3 弾 薬 諸 元 表  

 契 約 の相 手 方 は，付 図 ７ によって弾 薬 諸 元 表 を作 成 し，製 品 の納 入 時 にロットごとに提 出 する。 

 なお，提 出 部 数 は調 達 要 領 指 定 書 によって指 定 する。 

 

 

原 案 作 成 部 課 等 名 ：陸 上 自 衛 隊  補 給 統 制 本 部 弾 薬 部  
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付 表 １ － 検 査  

検 査 項 目  試 料 数  試 験 方 法  判 定 基 準  

材 料  
― ― 

2.2 の基 準 に 適 合 するも のを合 格 と

する。 

部

品 

薬 きょう 外 観 ・寸 法  ― ― 

水 準 Ⅱ， ＡＱＬ ０．２５  

2.3.1 の規 定 に適 合 するものを合 格

とする。 

雷 管  

外 観 ・寸 法  ― 寸 法 は，承 認 図 面 による。 水 準 Ⅱ， ＡＱＬ ０．２５  

Ｎ Ｄ Ｓ  Ｙ  ７ ３ ０ ５ の 規 定 に

適 合 するものを合 格 とする。 
感 度  

５０ Ｎ Ｄ Ｓ  Ｙ  ７ ３ ０ ５ の規

定 による。 

光 薬 又

は 煙 薬
ａ ）  

発 光 色 又 は

発 煙 色  

各 ５ 星 及 び煙 の試 料 各 ５個 を，星

は，夜 間 又 は背 景 を黒 色 の状

態 に，煙 は，背 景 を白 色 の状 態

にし，試 料 を１個 ずつ地 上 にて

発 光 又 は発 煙 させ，その色 を確

認 する。 

表 ４ に適 合 するものを合 格 とする。 

製

品 

外 観 ・寸 法 ・質 量  ― ― 

水 準 Ⅱ， ＡＱＬ ０．２５  

2.4 及 び 2.5.1 の規 定 に適 合 するも

のを合 格 とする。 

耐

衝

撃

性

試

験 

落 下 試 験  ５ 

a) 試 料 ５個 を内 装 用 紙 箱 に 

入 れ，２ ｍの高 さから厚 さ 

５ ｍｍの鉄 板 上 に落 下 さ 

せる。 

b) 引 続 き個 装 のまま１個 ずつ 

横 方 向 にして２ ｍの高 さ 

から厚 さ５ ｍｍの鉄 板 上 に 

落 下 させる。 

c) 次 いで射 撃 試 験 を行 う。 

 

区 分  適 合  不 適 合  

一 次 試 験  ０ ２ 

二 次 試 験  ０ １ 

外 観 ， 形 状 に 機 能 上 有 害 な 異 常 が

あ っ て は な ら な い 。 た だ し ， 不 良 品 が

１個 の場 合 ，不 良 の原 因 が発 火 ，爆

発 ， 分 解 な ど の 時 は ， そ の ロ ッ ト は 不

適 合 とする。 

な お ， 二 次 試 験 の 場 合 の 試 料 数

は ， 一 次 試 験 の ２ 倍 と す る 。 射 撃 試

験 は，2.5.3 の規 定 に適 合 するもの

を合 格 とする。 

振 動 試 験  ５ 

a) 試 料 ５個 を振 幅 約 ２ ｍｍ

の振 動 試 験 機 に入 れ，毎

分 １ ５００回 の振 動 を１時

間 与 えて試 験 を行 う。 

b) 振 動 試 験 の終 了 した試 料

から１個 を抜 取 り射 撃 試 験

を行 う。 

 

区 分  適 合  不 適 合  

一 次 試 験  ０ ２ 

二 次 試 験  ０ １ 

外 観 ， 形 状 に 機 能 上 有 害 な 異 常 が

あってはならない。 

な お ， 二 次 試 験 の 場 合 の 試 料 数

は ， 一 次 試 験 の ２ 倍 と す る 。 射 撃 試

験 は，2.5.3 の規 定 に適 合 するもの

を合 格 とする。 

耐 熱 性 試 験  （２） 

振 動 試 験 を終 了 した試 料 から２

個 を抜 き取 る。 

a) 試 料 ２個 を５０ ℃±５ ℃の

温 度 で４８時 間 保 温 する。 

b) 次 いで射 撃 試 験 を行 う。 

 

区 分  適 合  不 適 合  

一 次 試 験  ０ ２ 

二 次 試 験  ０ １ 

外 観 ， 形 状 に 機 能 上 有 害 な 異 常 が

あ っ て は な ら な い 。 た だ し ， 不 良 品 が

１個 の場 合 ，不 良 の原 因 が発 火 ，爆

発 ， 分 解 な ど の 時 は ， そ の ロ ッ ト は 不

適 合 とする。 

な お ， 二 次 試 験 の 場 合 の 試 料 数

は ， 一 次 試 験 の ２ 倍 と す る 。 射 撃 試

験 は，2.5.3 の規 定 に適 合 するもの

を合 格 とする。 

 

７ 
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付 表 １ － 検 査 (続 き ) 

検 査 項 目  試 料 数  試 験 方 法  判 定 基 準  

製

品 

耐

衝

撃

性

試

験 

耐 水 性 試 験  （２） 

振 動 試 験 を 終 了 し た 試 料 か ら

２個 を抜 き取 る。 

a)  試 料 ２ 個 を １ ５  ℃ ± ２  ℃

の水 中 に５  ｃｍの 深 さ に１

時 間 浸 す。 

b) 次 いで射 撃 試 験 を行 う。 

 

区 分  適 合  不 適 合  

一 次 試 験  ０ ２ 

二 次 試 験  ０ １ 

耐 水 性 試 験 は，2.5.3 の規 定 に適 合

するものを合 格 とする。ただし，不 良 品

が １ 個 の 場 合 ， 不 良 の 原 因 が 発 火 ，

爆 発 ， 分 解 な ど の 時 は ， そ の ロ ッ ト は

不 適 合 とする。 

な お ， 二 次 試 験 の 場 合 の 試 料 数

は，一 次 試 験 の２倍 とする。 

射 撃 試 験  （１０）  

前 記 の 落 下 ， 振 動 ， 耐 熱 性 及

び耐 水 性 の各 試 験 で行 う 射 撃

試 験 は，信 号 けん銃 を使 用 し，

垂 直 方 向 に対 して射 撃 する。 

 

区 分  適 合  不 適 合  

一 次 試 験  ０ ２ 

二 次 試 験  ０ １ 

2.5.3 の規 定 に適 合 するものを合 格 と

す る 。 た だ し ， 不 発 射 弾 が あ っ た 場 合

は ， そ の ロ ッ ト は 不 適 合 と す る 。 ま た ，

発 光 ，発 煙 秒 時 測 定 中 ，極 端 な風 に

よって地 上 に押 し戻 された場 合 は，試

験 の 対 象 と せ ず ， 改 め て 当 該 試 験 を

行 う。 

な お ， 二 次 試 験 の 場 合 の 試 料 数

は，一 次 試 験 の２倍 とする。 

包 装 ，包

装 の表

示  

外 観 ・形 状 ・

寸 法 ・質 量  ― ― 

水 準 Ⅱ， ＡＱＬ ４．０  

箇 条 4 の規 定 に適 合 するものを合 格

とする。 

注 ａ ）  ３ロット連 続 して試 験 に合 格 した場 合 は，試 験 を省 略 する。 

 

８ 
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付 表 ２ － 獣 毛 フ ェ ル ト  

項 目  規 定  試 験 方 法  

繊 維 組 織  ％ 獣 毛 ａ ）   ９０以 上  Ｊ Ｉ Ｓ  Ｌ  ３ ２ ０ ４ に 

よる。 密 度  ｇ／ｃｍ ３  ０．１３以 上  

圧 縮 率  ％ ３．３標 準  

引 張 強 さ Ｎ／ｃｍ ２  ８．０以 上  

伸 び率  ％ ６０以 上  

水 分 率  ％ １５以 下  

石 油 エーテル可 溶 性 物 質 含 有 率  ％ ５以 下  

注 ａ ）  屑 の羊 毛 ，カシミヤなど，毛 のうからの繊 維 で，一 般 繊 維 製 品 の材 料 として使 用 されるもの 

 

９ 
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単 位  ｍｍ 

  

注 記 １  寸 法 は，標 準 を示 す。 

注 記 ２  表 示 文 字 は，角 ゴシック体 とし，色 は黒 とする。 

注 記 ３  総 質 量 は，約 ３３ ｇとする。  

１６ 蓋  プラスチック 1  ― 

１５ 防 湿 剤  合 成 樹 脂 接 着 剤  必 要 量  市 販 品  

１４ 調 整 板  ボール紙  必 要 数  ― 

１３ 間 座  獣 毛 フェルト，ボール紙  1 付 表 ２  

１２ 目 張 り 和 紙 ，寒 冷 紗  1 ― 

１１ 紙 筒  クラフト紙  1  ― 

１０ 光 薬  ― ― ― 

９ 伝 火 薬  ― ― ― 

８ 速 火 線  ― ― ― 

７ 点 火 薬  ― ― ― 

６ 発 炎 筒 蓋 （上 ，下 部 ） ボール紙  各 １ ― 

５ そく紙  ボール紙  １ ― 

４ 間 そく 獣 毛 フェルト １ 付 表 ２  

３  発 射 薬  黒 色 火 薬  １．５ ｇ  Ｎ Ｄ Ｓ  Ｋ  ４ ３ ０ ４  等 級 ５ 

２ 雷 管  ― １ Ｎ Ｄ Ｓ  Ｙ  ７ ３ ０ ５  タイプ２ 

１ 薬 きょう アルミニウム（Ａ１０５０）  １  Ｊ Ｉ Ｓ  Ｈ  ４ ０ ４ ０  

番 号  品 名  材 料  数 量  注 記  

図 番  付 図 １ 名 称  ２１．５ｍｍけん銃信号弾(星弾)組立及び表示 尺 度  ― 

防     衛     省  

１０ 
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単 位  ｍｍ 

 

 
 

 

 

 

 

注 記 １  寸 法 は，標 準 を示 す。 

注 記 ２  表 示 文 字 は，角 ゴシック体 とし，色 は黒 とする。 

注 記 ３  総 質 量 は，約 ３３ ｇとする。 

 

１６ 蓋  プラスチック 1  ― 

１５ 防 湿 剤  合 成 樹 脂 接 着 剤  必 要 量  市 販 品  

１４ 調 整 板  ボール紙  必 要 数  ― 

１３ 間 座  獣 毛 フェルト，ボール紙  １ 付 表 ２  

１２ 目 張 り 和 紙 ，寒 冷 紗  １ ― 

１１ 紙 筒  クラフト紙  １ ― 

１０ 煙 薬  ― ― ― 

９ 速 火 線  ― ― ― 

８ 点 火 薬  ― ― ― 

７ 質 量 調 整 鉛 板  鉛  必 要 数  ― 

６ 発 炎 筒 蓋 （上 ，下 部 ） ボール紙  各 １ ― 

５ そく紙  ボール紙  １ ― 

４ 間 そく 獣 毛 フェルト １ 付 表 ２  

３  発 射 薬  黒 色 火 薬  １．５ ｇ  Ｎ Ｄ Ｓ  Ｋ  ４ ３ ０ ４  等 級 ５ 

２ 雷 管  ― １ Ｎ Ｄ Ｓ  Ｙ  ７ ３ ０ ５  タイプ２ 

１ 薬 きょう アルミニウム（Ａ１０５０）  １  Ｊ Ｉ Ｓ  Ｈ  ４ ０ ４ ０  

番 号  品 名  材 料  数 量  注 記  

図 番  付 図 ２ 名 称  ２１．５ｍｍけん銃信号弾(煙弾)組立及び表示 尺 度  ― 

防     衛     省  

１１ 

Ｙ ３０１０F 



単 位  ｍｍ 

  

  

 

 

      
 

 

注 記  寸 法 は，標 準 を示 す。 

 

 

 

 

４ 防 湿 テ ー プ  ビ ニ ー ル テ ー プ  １  市 販 品  

３ ２ １ ． ５ ｍ ｍ け ん 銃 信 号 弾  ―  １  付 図 １ ， 付 図 ２  

２  プ ラ ス チ ッ ク 容 器 本 体  プ ラ ス チ ッ ク  １  透 明  

１  プ ラ ス チ ッ ク 容 器 蓋  プ ラ ス チ ッ ク  １  透 明  

番 号  品 名  材 料  数 量  注 記  

図 番  付 図 ３ 名 称  ２１．５ｍｍけん銃 信 号 弾 の個 装  尺 度  ― 

防     衛     省  

１２ 

Ｙ ３０１０F 



単 位  ｍｍ 

  

 

 

 

 

 
注 記  寸 法 は，標 準 を示 す。 

 

 

６ 紙 箱 用 化 粧 紙  白 模 造 紙  １ ― 

５ 紙 箱 本 体  クラフト紙  １ ― 

４ 紙 箱 蓋  クラフト紙  １ ― 

３ プラスチック容 器  プラスチック １０ 付 図 ３  

２ 防 湿 テープ 粘 着 (紙 )テープ １ 市 販 品  

１ 紙 箱 用 ラベル 白 模 造 紙  １ ― 

番 号  品 名  材 料  数 量  注 記  

図 番  付 図 ４ 名 称  ２１．５ｍｍけん銃信号弾の内装及び表示 尺 度  ― 

防     衛     省  

１３ 

Ｙ ３０１０F 



単 位  ｍｍ 

 

 

 

 

 
９ くぎ ― 所 要 数  ― 

８ 緩 衝 紙 (端 部 ) ― ２ Ｊ Ｉ Ｓ  Ｚ  １ ５ １ ６  

７ 緩 衝 紙 (側 部 ) 両 面 ダンボール紙  ２ Ｊ Ｉ Ｓ  Ｚ  １ ５ １ ６  

６ 緩 衝 紙 (上 ，下 ，下 部 ) 両 面 ダンボール紙  各 １ Ｊ Ｉ Ｓ  Ｚ  １ ５ １ ６  

５ 取 り出 しテープ ― ― ― 

４ 紙 箱  ― ２４ 付 図 ４  

３ 封 印 紙  上 質 紙  ２ ― 

２ 木 ねじ 黄 銅  ８ ― 

１ 木 箱  ― １ 注 記 ３  

番 号  品 名  材 料  数 量  注 記  

図 番  付 図 ５ 名 称  ２１．５ｍｍけん銃 信 号 弾 の包 装  尺 度  － 

防     衛     省  

１４ 

Ｙ ３０１０F 

注記１ 寸法は，標準を示す。 

注記２ 緩衝紙は内容品が，がたつかないよう適宜追加する。 

注記３ 木箱に使用する木材は，火薬類取締法による。ただし，ラワン材及び杉材を除いたものとする。 



１５ 
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単 位  ｍｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 記  １箱 に各 種 混 合 包 装 の場 合 だけ内 装 表 示 紙 を添 付 する。 

 

図 番  付 図 ６ 名 称  ２１．５ｍｍけん銃 信 号 弾 の外 装 表 示  尺 度  ― 

防     衛     省  



 

１６ 
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製 造 所 名 ａ ）  

 

 

 

 

弾  薬  諸  元  票  

物品番号（ＤＯＤＩＣ）ｂ ）  

 

包 装 諸 元 ｃ ）  

契 約 の 相 手 方 ｄ ）  認 証 番 号 ｅ ）  製 造 数 量 ｆ ）  

 

製 造 開 始 年 月 ｇ ）  製 造 完 了 年 月 ｈ ）  図 面 ，変 更 ｉ ）  仕 様 書 ，変 更 ｊ ）  

検 査 年 月 日 ｋ ）  生 産 系 列 ｌ ）  弾 量 標 識 ｍ ）  

爆 薬 質 量 ｎ ）  速 度 ｏ ）  圧 力 ｐ ）  完 成 品 質 量 ｑ ）  

構 成 （ 必 要 あれば裏 面 に 続 く） ｒ ）  

構 成 部 品 ｓ ）  図 面 番 号 ｔ ）  制 式 又 は形 (型 )式 ｕ ）  製 造 者 ｖ ）  製 造 年 月 ｗ ）  ロット番 号 ｘ ）  数 量 ｙ ）  

       

判  定 ｚ ）                                  検 査 官  氏  名                 印 ａ ａ ）  

 

品  名 ａ ｂ ）                      ロ ッ ト 番 号 ａ ｃ ） 

a) 表面 

b) 裏面 

構 成 部 品 ｓ ）  図 面 番 号 ｔ ）  制 式 又 は形 (型 )式 ｕ ）  製 造 者 ｖ ）  製 造 年 月 ｗ ）  ロット番 号 ｘ ）  数 量 ｙ ）  

       

注 記 ａｄ） 符 号  ※工 程 変 更 ａ ｅ ） ，※※特 異 事 項 ａ ｆ ） ，※※※その他 ａ ｇ ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納 入 状 況 （契 約 を異 にして納 入 する場 合 ）  

認 証 番 号  納 入 年 月  納 入 数 量   

   

注 記  注 の説 明 は，次 に示 す。 

図 番  付 図 ７ 名 称  弾 薬 諸 元 票 の様 式  尺 度  ― 

防     衛     省  

 



１７.    
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符号 項 目  記 入 内 容  

ａ ）  製 造 所 名  製 品 の最 終 製 造 所 名  

ｂ ）  物 品 番 号 （ＤＯＤＩＣ）  製 品 の物 品 番 号 （ＤＯＤＩＣ） 

c ）  包 装 諸 元  出 荷 状 態 の包 装 方 法  

ｄ ）  契 約 の相 手 方  契 約 の相 手 方 の名 称  

ｅ ）  認 証 番 号  認 証 番 号  

ｆ ）  製 造 数 量  製 造 数 量  

ｇ ）  製 造 開 始 年 月  製 造 を開 始 した年 月  

ｈ ）  製 造 完 了 年 月  製 造 を完 了 した年 月  
ｉ ）  図 面 ，変 更  記 入 しない。 

ｊ ）  仕 様 書 ，変 更  信 号 弾 の仕 様 書 番 号 及 び変 更 根 拠  

ｋ ）  検 査 年 月 日  検 査 年 月 日  

ｌ ）  生 産 系 列  記 入 しない。 

ｍ ）  弾 量 標 識  記 入 しない。 

ｎ ）  爆 薬 質 量  完 成 品 １発 当 たりの質 量  

ｏ ）  速 度  記 入 しない。 

ｐ ）  圧 力  記 入 しない。 

ｑ ）  完 成 弾 質 量  完 成 弾 １発 当 たりの質 量  

ｒ ）  構 成  構 成 は ｓ ） ～ ｙ ） による。 

ｓ ）  構 成 部 品  仕 様 書 ，図 面 などに示 してある主 要 部 品 名 を記 入 する。 

ｔ ）  図 面 番 号  s ) の 部 品 の 図 面 番 号 及 び 輸 入 弾 （ ノ ッ ク ダ ウ ン 生 産 並 び に ラ イ セ ン ス 生

産 ）におけ る技 術 資 料 番 号 を記 入 する。ピースマーク及 び変 更 番 号 も併

せて記 入 する。 

ｕ ）  制 式 又 は形 (型 )式  制 式 又 は形 （ 型 ） 式 の定 まっているものは，その名 称 又 は形 （ 型 ） 式 番 号

を記 入 する。 

ｖ ）  製 造 者  部 品 のロットごとの製 造 社 名 を記 入 する。 

なお，寄 託 品 は，“寄 託 品 ”と記 入 する。 

ｗ ）  製 造 年 月  部 品 の製 造 開 始 年 月 と製 造 完 了 年 月 を記 入 する。 

ｘ ）  ロット番 号  部 品 のロット番 号 を記 入 する。 

ｙ ）  数 量  部 品 が ２ ロ ッ ト 以 上 に な る 時 は ， 各 ロ ッ ト の 数 量 を 記 入 す る 。 １ ロ ッ ト の 場

合 は記 入 しなくてもよい。 

ｚ ）  判 定  合 格  

ａ ａ ）  検 査 官 氏 名 ，印  最 終 製 品 検 査 担 当 官 の官 職 ，氏 名 及 び印  

ａ ｂ ）  品 名  ２１．５ｍｍけん銃 信 号  

ａ ｃ ）  ロット番 号  納 入 品 のロット番 号  

ａ ｄ ）  注 記  注 記 は， ａ ｅ ) ～ ａ ｇ )による。 

ａ ｅ ）  工 程 変 更  工 程 を 変 更 し た 時 は ， “ ※ ” の 符 号 を 付 け て そ の 内 容 を 記 入 す る 。 工 程

変 更 に は ， 生 産 ラ イ ン ， 製 造 装 置 ， 製 造 方 法 な ど を 含 み ， 契 約 担 当 官

等 の承 認 を得 たものは，承 認 番 号 及 び日 付 を記 入 する。 

ａ ｆ ）  特 異 事 項  特 異 事 項 は，再 加 工 ， 契 約 不 適 合 補 修 な どを 行 っ た場 合 ，その 原 因 と

なった事 項 を“※※”の符 号 を付 けて記 入 する。 

ａ ｇ ）  その他  必 要 な事 項 を“※※※”の符 号 を付 けて記 入 する。 

注 記 １  符 号 は，弾 薬 緒 元 票 の中 の符 号 を示 す。 

注 記 ２  弾 薬 諸 元 票 の紙 質 は，マニラ荷 札 （ボール紙 ）又 は同 等 品 とし，大 きさは１２７ ｍｍ×２０３ ｍｍと

する。 

図 番  付 図 ７ 名 称  弾 薬 諸 元 票 の様 式 (続 き) 尺 度    ― 

防     衛     省  

 


